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○名寄市立大学卒業生地元定着化推進事業実施要綱  

平成 28年８月５日告示第 1032号  

改正  

平成 31年２月 22日告示第 1004号  

令和６年３月 26日告示第 1020号  

名寄市立大学卒業生地元定着化推進事業実施要綱  

（趣旨）  

第１条  この告示は、名寄市立大学（以下「大学」という。）を卒業した者が名寄市に

定着することを推進するため、市内の事業所に就業した者に対して、予算の範囲内に

おいて地元就業支度金支援事業助成金（以下「助成金」という。）を交付するものと

し、その交付に関しては、名寄市補助金等交付規則（平成 18年名寄市規則第 54号）に

定めるもののほか、この告示の定めるところによる。  

（定義）  

第２条  この告示において、市内の事業所とは次に掲げるものをいう。  

(１ ) 名寄市内に本社又は本部が存在する企業又は事業所  

(２ ) 名寄市内に存在する支社又は事業所（本社又は本部が名寄市外にあるもの）  

（対象者）  

第３条  助成金の交付対象者は、第５条の規定による申請時に本市に住民登録があり、

現に居住している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。  

(１ ) 大学を卒業する者で、卒業後に市内の事業所への就職が内定しており、当該事

業所で就業する意思のある者  

(２ ) 大学を卒業した次年度から４年以内に市内の事業所に就職し、かつ、第５条の

規定による申請時に１か月以上継続して就業している者  

（助成額）  

第４条  助成額は 20万円とし、１人１回限りとする。  

（交付の申請）  

第５条  助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、地元就業支

度金支援事業助成金交付申請書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）に、次

の各号に掲げる全ての書類を添付して、市長に提出しなければならない。  

(１ ) 市内の事業所が発行した内定通知書の写し。ただし、第３条第２号の規定によ

る申請の場合は、在職証明書（別記様式第２号）を提出するものとする。  
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(２ ) 住民票  

(３ ) その他市長が必要と認める書類  

２  前項の規定による申請期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めると

おりとする。  

(１ ) 第３条第１号による申請  大学の卒業年度の２月１日から３月 31日まで  

(２ ) 第３条第２号による申請  市内の事業所に就職した日から３か月以内  

（交付の決定）  

第６条  市長は、前条第１項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審

査し、助成金を交付をすることが適当であると認めたときは、地元就業支度金支援事

業助成金交付決定通知書（別記様式第３号）により申請者に通知するものとする。  

（助成金の取消し及び返還）  

第７条  市長は、助成金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）が、次

の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取消し、又は既に交付した助成金の

全部若しくは一部について返還を命ずることができる。  

(１ ) 不実の記載により助成金の交付を受けたとき。  

(２ ) 助成金交付の要件を満たさないとき。  

(３ ) その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。  

２  前項の規定により助成金の返還を命じるときは、地元就業支度金支援事業助成金返

還請求書（別記様式第４号）により、交付決定者に対して期限を定めて通知するもの

とする。  

（委任）  

第８条  この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この告示は、平成 28年８月５日から施行する。  

（適用区分）  

２  この告示の規定は、平成 28年度において名寄市立大学学則（平成 18年名寄市規則第

100号）第 49条の規定により学長が卒業を認定した者から適用する。  

附  則（平成 31年２月 22日告示第 1004号）  

この告示は、平成 31年４月１日から施行する。  

附  則（令和６年３月 26日告示第 1020号）  

この告示は、令和６年４月１日から施行する。  
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別記様式第１号（第５条関係）  
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別記様式第２号（第５条関係）  
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別記様式第３号（第６条関係）  
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別記様式第４号（第７条関係）  

 


